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開催年月日 内容 

令和 6 年６ 月 21 日 

～   ７ 月 26 日 
令和６ 年度沼津市男女共同参画に関する 市民アン ケート  

令和 6 年 12 月 6 日 
令和６ 年度 第１ 回 沼津市男女共同参画基本計画アド バイ ザー

会議/基本計画体系図の検討 

令和 7 年 2 月 27 日 
令和６ 年度 第 2 回 沼津市男女共同参画基本計画アド バイ ザー

会議/施策検討の方向性等に関する 意見聴取 

令和 7 年 4 月 2 日 
第１ 回 沼津市男女共同参画推進本部/基本計画概要・ 策定ス ケジ

ュ ールの確認 

令和 7 年 4 月 17 日 第 1 回 調整会議/施策の検討依頼 

令和 7 年 7 月 1 日 

7 月 18 日 

8 月 1 日 

第１ 回～第３ 回 沼津市男女共同参画推進委員会/施策内容の意

見聴取 

令和 7 年 8 月 21 日 第２ 回 調整会議/施策の検討 

令和 7 年 9 月 10 日 第１ 回 幹事会/基本計画諮問案の決定 

令和 7 年 9 月 30 日 第４ 回 沼津市男女共同参画推進委員会/基本計画案の諮問 

令和 7 年 10 月 29 日 第５ 回 沼津市男女共同参画推進委員会/基本計画案の答申 

令和７ 年 12 月 18 日 

～令和８ 年 1 月 19 日 
パブリ ッ ク ・ コ メ ン ト  

令和８ 年２ 月 17 日 第２ 回 幹事会/計画案のと り ま と め 

令和８ 年３ 月 12 日 第２ 回 沼津市男女共同参画推進本部/基本計画案の決定 

令和８ 年３ 月 26 日 基本計画の決定 

 

 
 
No. 氏名 所属等 備考 

1 犬塚 協太 静岡県立大学 国際関係学部 教授 委員長  

2 佐藤 加奈 公募市民  

3 鈴木 伸彦 富士伊豆農業協同組合 なんすん地区本部長   

4 高原 博美 静岡県弁護士会沼津支部 弁護士  

5 竹口 仁浩 沼津市Ｐ Ｔ Ａ 連絡協議会 理事  

6 仲 英雄 特定非営利活動法人メ リ メ ロ   

7 中村 昭子 公募市民  

8 藤井 さ やか 子育て応援サーク ル いちご 代表  

9 細沼 麻里子 沼津商工会議所女性会 会長  副委員長  

10 望月 照五 沼津市自治会連合会 理事  

11 薬師神 隆 沼津市校長 会 校長   

12 矢田 美紀 公募市民  

13 山田 三保 沼津地区労働者福祉協議会 副会長   

 

資料編 

１  計画策定の経過 

２  沼津市男女共同参画推進委員会名簿（ 五十音順）  



 

- 43  - 

 

 
 
（ １ ） 沼津市男女共同参画に関する アンケート の概要 

第５ 次沼津市男女共同参画基本計画（ 計画期間： 令和 3 年度～令和７ 年度） の効果を 確認

する と と も に、 次期計画策定の基礎資料を 作成すべく 、 広く 市民の皆さ ま の意見を お聞き す

る ため実施し た。 次回は第６ 次計画の効果確認と 第７ 次計画の基礎資料と する ため、 令和 11

年度に実施予定である 。  

 

①調査の設計 

調査区域： 沼津市全域 

抽出方法： 住民基本台帳から の等間隔無作為抽出 

調査対象： 満 18 歳以上の市民 2,200 人（ 男性 1,121 人、 女性 1,079 人）  

調査方法： 郵送で配付し 、 アン ケート 用紙の郵送又は WEB フ ォ ーム で回答 

調査期間： 令和６ 年６ 月 21 日（ 金） から 令和６ 年７ 月 26 日（ 金） ま で 

 設 問 数： 20 問 

 

➁配付・ 回収の結果 

地 区： 全市 

発送数： 2,200 票（ 男性 1,121 票、 女性 1,079 票）  

回収数： 681 票（ 男性 244 票、 女性 385 票、 その他 52 票）  

（ 郵送 507 票、 WEB 174 票）  

回収率： 31.2%  

 

③設問内容（ 抜粋）  

・ 性別によ っ て役割を分ける 考え方を どう 思う か 

・ 各家庭における 役割分担状況 

・ 家事・ 育児・ 介護を行う 平均時間 

・ 男性が育児休業・ 介護休業を 取得する こ と をど う 思う か 

・ 女性が職業を持つこ と を ど う 思う か 

・ 地域で女性が意思決定する 役職に就く こ と をど う 思う か 

・ 過去１ 年間の各種ハラ ス メ ン ト の経験・ 見聞き  

・「 Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ Ｑ 」 の用語の理解 

・ 若年層に対し て男女共同参画を浸透さ せる ために必要なこ と  

・ 男女共同参画社会を実現する ために沼津市の施策に特に望むこ と  

 

 

３  計画策定のための調査 
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平成十一年 六月二十三日法律第七十八号 

最終改正 平成十一年十二月二十二日法律第百六十号 

 

我が国において は、 日本国憲法に個人の尊重と 法の

下の平等がう た われ、 男女平等の実現に向けた 様々な

取組が、 国際社会における 取組と も 連動し つつ、 着実

に進めら れてき た が、 なお一層の努力が必要と さ れて

いる 。  

一方、 少子高齢化の進展、 国内経済活動の成熟化等

我が国の社会経済情勢の急速な 変化に対応し て いく 上

で、 男女が、 互いにその人権を 尊重し つつ責任も 分か

ち 合い、 性別にかかわり な く 、 その個性と 能力を 十分

に発揮する こ と ができ る 男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題と な っ ている 。  

こ のよ う な状況にかんがみ、 男女共同参画社会の実

現を 二十一世紀の我が国社会を 決定する 最重要課題と

位置付け、 社会のあ ら ゆる 分野において 、 男女共同参

画社会の形成の促進に関する 施策の推進を 図っ ていく

こ と が重要であ る 。  

こ こ に、 男女共同参画社会の形成についての基本理

念を 明ら かにし て その方向を 示し 、将来に向かっ て 国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関

する 取組を 総合的かつ計画的に推進する ため、 こ の法

律を 制定する 。  

 

第一章 総則 

（ 目的）  

第一条 こ の法律は、 男女の人権が尊重さ れ、 かつ、

社会経済情勢の変化に対応でき る 豊かで活力あ る 社会

を 実現する こ と の緊要性にかんがみ、 男女共同参画社

会の形成に関し 、 基本理念を 定め、 並びに国、 地方公

共団体及び国民の責務を 明ら かにする と と も に、 男女

共同参画社会の形成の促進に関する 施策の基本と な る

事項を 定める こ と によ り 、 男女共同参画社会の形成を

総合的かつ計画的に推進する こ と を 目的と する 。  

（ 定義）  

第二条 こ の法律において 、 次の各号に掲げる 用語の

意義は、 当該各号に定める と こ ろ によ る 。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、 社会の対等な

構成員と し て、 自ら の意思によ っ て 社会のあ ら ゆる 分

野における 活動に参画する 機会が確保さ れ、 も っ て 男

女が均等に政治的、 経済的、 社会的及び文化的利益を

享受する こ と ができ 、 かつ、 共に責任を 担う べき 社会

を 形成する こ と を いう 。  

二 積極的改善措置 前号に規定する 機会に係る 男女

間の格差を 改善する た め必要な 範囲内において 、 男女

のいずれか一方に対し 、 当該機会を 積極的に提供する

こ と を いう 。  

（ 男女の人権の尊重）  

第三条 男女共同参画社会の形成は、 男女の個人と し

て の尊厳が重んぜら れる こ と 、 男女が性別によ る 差別

的取扱いを 受けな いこ と 、 男女が個人と し て能力を 発

揮する 機会が確保さ れる こ と その他の男女の人権が尊

重さ れる こ と を 旨と し て、 行われなければなら な い。  

 

（ 社会における 制度又は慣行について の配慮）  

第四条 男女共同参画社会の形成に当た っ て は、 社会

における 制度又は慣行が、 性別によ る 固定的な 役割分

担等を 反映し て 、 男女の社会における 活動の選択に対

し て中立でない影響を 及ぼすこ と によ り 、 男女共同参

画社会の形成を 阻害する 要因と なる おそれがあ る こ と

にかんがみ、 社会における 制度又は慣行が男女の社会

における 活動の選択に対し て 及ぼす影響を でき る 限り

中立なも のと する よ う に配慮さ れなければなら な い。  

（ 政策等の立案及び決定への共同参画）  

第五条 男女共同参画社会の形成は、 男女が、 社会の

対等な構成員と し て 、 国若し く は地方公共団体におけ

る 政策又は民間の団体における 方針の立案及び決定に

共同し て 参画する 機会が確保さ れる こ と を 旨と し て 、

行われな ければな ら ない。  

（ 家庭生活における 活動と 他の活動の両立）  

第六条 男女共同参画社会の形成は、 家族を 構成する

男女が、 相互の協力と 社会の支援の下に、 子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における 活動について 家

族の一員と し て の役割を 円滑に果た し 、 かつ、 当該活

動以外の活動を 行う こ と ができ る よ う にする こ と を 旨

と し て、 行われな ければな ら な い。  

（ 国際的協調）  

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会に

おける 取組と 密接な 関係を 有し ている こ と にかんがみ、

男女共同参画社会の形成は、 国際的協調の下に行われ

な ければな ら な い。  

（ 国の責務）  

第八条 国は、 第三条から 前条ま でに定める 男女共同

参画社会の形成について の基本理念（ 以下「 基本理念」

と いう 。） にのっ と り 、男女共同参画社会の形成の促進

に関する 施策（ 積極的改善措置を 含む。 以下同じ 。） を

総合的に策定し 、 及び実施する 責務を 有する 。  

（ 地方公共団体の責務）  

第九条 地方公共団体は、 基本理念にのっ と り 、 男女

共同参画社会の形成の促進に関し 、 国の施策に準じ た

施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応

じ た施策を 策定し 、 及び実施する 責務を 有する 。  

（ 国民の責務）  

第十条 国民は、 職域、 学校、 地域、 家庭その他の社

会のあ ら ゆる 分野において 、 基本理念にのっ と り 、 男

女共同参画社会の形成に寄与する よ う に努めな ければ

な ら ない。  

（ 法制上の措置等）  

第十一条 政府は、 男女共同参画社会の形成の促進に

関する 施策を 実施する た め必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を 講じ な ければなら な い。  

（ 年次報告等）  

第十二条 政府は、 毎年、 国会に、 男女共同参画社会

の形成の状況及び政府が講じ た 男女共同参画社会の形

成の促進に関する 施策について の報告を 提出し なけれ

ばなら な い。  

２  政府は、 毎年、 前項の報告に係る 男女共同参画社

会の形成の状況を 考慮し て 講じ よ う と する 男女共同参

男女共同参画社会基本法 
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画社会の形成の促進に関する 施策を 明ら かにし た文書

を 作成し 、 こ れを 国会に提出し な ければなら な い。  

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する  

基本的施策 

（ 男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、 男女共同参画社会の形成の促進に

関する 施策の総合的かつ計画的な推進を 図る た め、 男

女共同参画社会の 形成の 促進に 関する 基本的な 計画

（ 以下「 男女共同参画基本計画」 と いう 。） を 定めな け

ればなら な い。  

２  男女共同参画基本計画は、 次に掲げる 事項につい

て 定める も のと する 。  

一 総合的かつ長 期的に講ずべき 男女共同参画社会の

形成の促進に関する 施策の大綱 

二 前号に掲げる も ののほか、 男女共同参画社会の形

成の促進に関する 施策を 総合的かつ計画的に推進する

た めに必要な事項 

３  内閣総理大臣は、 男女共同参画会議の意見を 聴い

て 、 男女共同参画基本計画の案を 作成し 、 閣議の決定

を 求めな ければな ら な い。  

４  内閣総理大臣は、 前項の規定によ る 閣議の決定が

あ っ たと き は、 遅滞な く 、 男女共同参画基本計画を 公

表し なければな ら ない。  

５  前二項の規定は、 男女共同参画基本計画の変更に

ついて準用する 。  

（ 都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条 都道府県は、 男女共同参画基本計画を 勘案

し て、 当該都道府県の区域における 男女共同参画社会

の 形成の促進に 関する 施策について の基本的な 計画

（ 以下「 都道府県男女共同参画計画」 と いう 。） を 定め

な ければな ら な い。  

２  都道府県男女共同参画計画は、 次に掲げる 事項に

ついて定める も のと する 。  

一 都道府県の区域において 総合的かつ長 期的に講ず

べき 男女共同参画社会の形成の促進に関する 施策の大

綱 

二 前号に掲げる も ののほか、 都道府県の区域におけ

る 男女共同参画社会の形成の促進に関する 施策を 総合

的かつ計画的に推進する た めに必要な 事項 

３  市町村は、 男女共同参画基本計画及び都道府県男

女共同参画計画を 勘案し て 、 当該市町村の区域におけ

る 男女共同参画社会の形成の促進に関する 施策につい

て の基本的な計画（ 以下「 市町村男女共同参画計画」

と いう 。） を 定める よ う に努めな ければなら な い。  

４  都道府県又は市町村は、 都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を 定め、 又は変更し た

と き は、 遅滞な く 、 こ れを 公表し なければなら な い。  

（ 施策の策定等に当た っ て の配慮）  

第十五条 国及び地方公共団体は、 男女共同参画社会

の形成に影響を 及ぼすと 認めら れる 施策を 策定し 、 及

び実施する に当た っ て は、 男女共同参画社会の形成に

配慮し な ければな ら な い。  

（ 国民の理解を 深める ための措置）  

第十六条 国及び地方公共団体は、 広報活動等を 通じ

て 、 基本理念に関する 国民の理解を 深める よ う 適切な

措置を 講じ なければな ら な い。  

（ 苦情の処理等）  

第十七条 国は、 政府が実施する 男女共同参画社会の

形成の促進に関する 施策又は男女共同参画社会の形成

に影響を 及ぼすと 認めら れる 施策についての苦情の処

理のために必要な 措置及び性別によ る 差別的取扱いそ

の他の男女共同参画社会の形成を 阻害する 要因によ っ

て 人権が侵害さ れた 場合における 被害者の救済を 図る

た めに必要な措置を 講じ な ければなら な い。  

（ 連携及び協働の促進）  

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、

男女共同参画社会の形成の促進に関する 施策に関する

活動を 行う 民間の団体その他の関係者が相互に連携と

協働を 図る こ と によ り 男女共同参画社会の形成の促進

に関する 施策の効果的な 推進が図ら れる こ と に鑑み、

こ れら の者の間における 協議の促進その他の関係者相

互間の連携と 協働を 促進する た めに必要な施策を 講ず

る よ う に努める も のと する 。  

２  地方公共団体は、 前項の関係者相互間の連携と 協

働を 促進する た めに必要な 施策を 推進する た めの拠点

と し ての機能を 担う 体制を 、 単独で又は共同し て、 確

保する よ う に努める も のと する 。  

（ 人材の確保等）  

第十八条の二 国及び地方公共団体は、 男女共同参画

社会の形成の促進に関する 施策の策定及び実施に関す

る 業務並びに民間の団体が行う 男女共同参画社会の形

成の促進に関する 施策に関する 活動に従事する 人材の

確保、 養成及び資質の向上に必要な 施策を 講ずる よ う

に努める も のと する 。  

（ 調査研究）  

第十八条の三 国は、 社会における 制度又は慣行が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する 調査研究

その他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形

成の促進に関する 施策の策定及び実施に資する 調査研

究を 推進する よ う に努める も のと する 。  

（ 地方公共団体及び民間の団体に対する 支援）  

第十九条 国は、 前三条に定める も ののほか、 地方公

共団体が実施する 男女共同参画社会の形成の促進に関

する 施策及び民間の団体が行う 男女共同参画社会の形

成の促進に関する 施策に関する 活動を 支援する ため、

助言、 情報の提供その他の必要な措置を 講ずる よ う に

努める も のと する 。  

（ 国際的協調のた めの措置）  

第二十条 国は、 男女共同参画社会の形成を 国際的協

調の下に促進する た め、 外国政府又は国際機関と の情

報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する 国際

的な相互協力の円滑な推進を 図る た めに必要な 措置を

講ずる よ う に努める も のと する 。  

 

第三章 男女共同参画会議 

（ 設置）  

第二十一条 内閣府に、 男女共同参画会議（ 以下「 会

議」 と いう 。） を 置く 。  

（ 所掌事務）  

第二十二条 会議は、 次に掲げる 事務を つかさ ど る 。  

一 男女共同参画基本計画に関し 、 第十三条第三項に

規定する 事項を 処理する こ と 。  

二 前号に掲げる も ののほか、 内閣総理大臣又は関係

各大臣の諮問に応じ 、 男女共同参画社会の形成の促進

に関する 基本的な 方針、 基本的な政策及び重要事項を

調査審議する こ と 。  

三 前二号に規定する 事項に関し 、 調査審議し 、 必要
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があ る と 認める と き は、 内閣総理大臣及び関係各大臣

に対し 、 意見を 述べる こ と 。  

四 政府が実施する 男女共同参画社会の形成の促進に

関する 施策の実施状況を 監視し 、 及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を 調査し 、 必要が

あ る と 認める と き は、 内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し 、 意見を 述べる こ と 。  

（ 組織）  

第二十三条 会議は、 議長 及び議員二十四人以内を も

っ て組織する 。  

（ 議長 ）  

第二十四条 議長 は、 内閣官房長 官を も っ て充て る 。  

２  議長 は、 会務を 総理する 。  

（ 議員）  

第二十五条 議員は、 次に掲げる 者を も っ て充て る 。  

一 内閣官房長 官以外の国務大臣のう ち から 、 内閣総

理大臣が指定する 者 

二 男女共同参画社会の形成に関し 優れた識見を 有す

る 者のう ち から 、 内閣総理大臣が任命する 者 

２  前項第二号の議員の数は、 同項に規定する 議員の

総数の十分の五未満であ っ てはな ら な い。  

３  第一項第二号の議員のう ち 、 男女のいずれか一方

の議員の数は、 同号に規定する 議員の総数の十分の四

未満であ っ てはな ら な い。  

４  第一項第二号の議員は、 非常勤と する 。  

（ 議員の任期）  

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、 二年

と する 。 た だし 、 補欠の議員の任期は、 前任者の残任

期間と する 。  

２  前条第一項第二号の議員は、 再任さ れる こ と がで

き る 。  

（ 資料提出の要求等）  

第二十七条 会議は、 その所掌事務を 遂行する ために

必要があ る と 認める と き は、関係行政機関の長 に対し 、

監視又は調査に必要な 資料その他の資料の提出、 意見

の開陳、説明その他必要な協力を 求める こ と ができ る 。 

２  会議は、 その所掌事務を 遂行する た めに特に必要

があ る と 認める と き は、 前項に規定する 者以外の者に

対し ても 、 必要な 協力を 依頼する こ と ができ る 。  

（ 政令への委任）  

第二十八条 こ の章に定める も ののほか、 会議の組織

及び議員その他の職員その他会議に関し 必要な 事項は、

政令で定める 。  

附 則 

（ 施行期日）  

第一条 こ の法律は、 公布の日から 施行する 。  

（ 男女共同参画審議会設置法の廃止）  

第二条 男女共同参画審議会設置法（ 平成九年法律第

七号） は、 廃止する 。  

（ 経過措置）  

第三条 前条の規定によ る 廃止前の男女共同参画審議

会設置法（ 以下「 旧審議会設置法」 と いう 。） 第一条の

規定によ り 置かれた男女共同参画審議会は、 第二十一

条第一項の規定によ り 置かれた 審議会と なり 、 同一性

を も っ て 存続する も のと する 。  

２  こ の法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第

一項の規定によ り 任命さ れた 男女共同参画審議会の委

員であ る 者は、 こ の法律の施行の日に、 第二十三条第

一項の規定によ り 、 審議会の委員と し て 任命さ れた も

のと みな す。 こ の場合において 、 その任命さ れたも の

と みなさ れる 者の任期は、 同条第二項の規定にかかわ

ら ず、 同日における 旧審議会設置法第四条第二項の規

定によ り 任命さ れた 男女共同参画審議会の委員と し て

の任期の残任期間と 同一の期間と する 。  

３  こ の法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第

一項の規定によ り 定めら れた 男女共同参画審議会の会

長 であ る 者又は同条第三項の規定によ り 指名さ れた 委

員であ る 者は、 それぞれ、 こ の法律の施行の日に、 第

二十四条第一項の規定によ り 審議会の会長 と し て定め

ら れ、 又は同条第三項の規定によ り 審議会の会長 の職

務を 代理する 委員と し て 指名さ れたも のと みな す。  

（ 総理府設置法の一部改正）  

第四条 総理府設置法（ 昭和二十四年法律第百二十七

号） の一部を 次のよ う に改正する 。  

〔 次のよ う 略〕  

附 則〔 平成一一年七月一六日法律第一〇二号抄〕  

（ 施行期日）  

第一条 こ の法律は、内閣法の一部を 改正する 法律（ 平

成十一年法律第八十八号） の施行の日〔 平成一三年一

月六日〕 から 施行する 。 た だし 、 次の各号に掲げる 規

定は、 当該各号に定める 日から 施行する 。  

一 〔 略〕  

二 附則第十条第一項及び第五項、 第十四条第三項、

第二十三条、 第二十八条並びに第三十条の規定 公布

の日 

（ 委員等の任期に関する 経過措置）  

第二十八条 こ の法律の施行の日の前日において次に

掲げる 従前の審議会その他の機関の会長 、 委員その他

の職員であ る 者（ 任期の定めのな い者を 除く 。） の任期

は、 当該会長 、 委員その他の職員の任期を 定めた それ

ぞれの法律の規定にかかわら ず、 その日に満了する 。  

一～十 〔 略〕  

十一 男女共同参画審議会 

十二～五十八 〔 略〕  

（ 別に定める 経過措置）  

第三十条 第二条から 前条ま でに規定する も ののほか、

こ の法律の施行に伴い必要と な る 経過措置は、 別に法

律で定める 。  

附 則〔 平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕  

（ 施行期日）  

第一条 こ の法律（ 第二条及び第三条を 除く 。） は、 平

成十三年一月六日から 施行する 。〔 後略〕  

附 則〔 令和七年六月二七日法律第八〇号〕  

（ 施行期日）  

１  こ の法律は、独立行政法人男女共同参画機構法（ 令

和七年法律第七十九号） の施行の日〔 令和八年四月一

日〕 から 施行する 。た だし 、第一条及び次項の規定は、

公布の日から 施行する 。  

（ 政令への委任）  

２  こ の法律の施行に関し 必要な経過措置は、 政令で

定める 。  
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平成 20 年３ 月 21 日 

条例第 10 号 

 

すべて の人が、 その性別にかかわり な く 、 一人一人

の人権が尊重さ れ、 家庭、 職場、 学校、 地域その他の

あ ら ゆる 場において、その個性と 能力を 十分に発揮し 、

生涯にわた り ど のよ う な状況において も 、 心豊かに生

活でき る 社会の実現は、 私たち 市民の願いです。  

本市では、 こ れま で、 すべて の男女が共にいき いき と

輝く ま ち づく り を 推進する た め、 男女共同参画の指針

と なる 基本計画を 策定し 、 様々な施策を 展開し てき ま

し た。  

し かし な がら 、 性別によ り 役割を 決めてし ま う 考え

方や社会の慣習は今な お存在し ており 、 あ ら ゆる 分野

で男女が対等に参画し 、 共に責任を 分かち合い、 支え

あ う 男女共同参画社会の実現にはな お一層の努力が必

要です。  

ま た、 少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、 家族

形態の多様化と いっ た 社会経済情勢の変化に柔軟に対

応し 、 活力あ る 住みよ い地域社会を 築く ためには、 一

人一人の人生における 仕事と 生活の調和が必要であ り 、

職場を はじ め地域や家庭等での取組が求めら れていま

す。  

こ のた め、 私た ちは、 男女共同参画社会の実現を 重

要課題と 位置づけ、 新たな 課題に果敢に向き 合い、 男

女共同参画の理解を 深め、 市、 市民、 事業者及び市民

団体が協働し て 、 男女共同参画社会を 実現する こ と を

決意し 、 こ の条例を 制定し ま す。  

 

第１ 章 総則 

（ 目的）  

第１ 条 こ の条例は、 男女共同参画の推進に関する 基

本理念を 定め、 市、 市民、 事業者及び市民団体の責務

を 明ら かにする と と も に、 市の施策の基本的な 事項等

を 定め、 社会のあ ら ゆる 分野において 、 市、 市民、 事

業者及び市民団体が協働する こ と によ り 、 男女共同参

画社会を 実現する こ と を 目的と する 。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の条例において 、 次の各号に掲げる 用語の

意義は、 当該各号に定める と こ ろ によ る 。  

(１ )  男女共同参画 男女が、 性別にかかわり な く 、

社会の対等な構成員と し て 、 自ら の意思によ っ て社会

のあ ら ゆる 分野の活動に参画する 機会が確保さ れる こ

と によ り 、 等し く 政治的、 経済的、 社会的及び文化的

利益を 受け、 かつ、 共に責任を 担う こ と を いう 。  

(２ )  積極的改善措置 前号に規定する 機会に係る 男

女間の格差を 改善する ため必要な範囲内において、 男

女のいずれか一方に対し 、 当該機会を 積極的に提供す

る こ と を いう 。  

(３ )  市民 市内において、 住み、 働き 、 学び、 又は活

動する 者を いう 。  

(４ )  市民団体 自治会、 Ｐ Ｔ Ａ 、 特定非営利活動法

人その他の地域社会において 住民の福祉の向上のた め

の活動を 行う 団体を いう 。  

(５ )  協働 市、市民、事業者及び市民団体が、共通の

目的を 達成する た めに、 互いに理解し 、 尊重し 、 及び

連携し 合う こ と を いう 。  

（ 基本理念）  

第３ 条 男女共同参画は、 次に掲げる 事項を 基本理念

と し て、 推進さ れな ければなら な い。  

(１ )  男女の個人と し て の人権が尊重さ れ、 性別によ

る 差別的取扱いを 受ける こ と な く 、 個性と 能力を 発揮

する 機会が確保さ れる こ と 。  

(２ )  男女が、 性別によ る 固定的な 役割分担を 反映し

た 慣行にと ら われる こ と な く 、 社会のあ ら ゆる 分野に

おける 活動を 自由に選択でき る こ と 。  

(３ )  男女が、 社会の対等な構成員と し て、 社会のあ

ら ゆる 分野における 政策又は方針の立案及び決定に参

画する 機会が確保さ れる こ と 。  

(４ )  男女が、 相互の協力及び社会の支援の下、 子育

て や家族の介護その他の家庭生活における 活動と 職場、

学校又は地域における 活動その他の家庭生活以外にお

ける 活動と を 両立でき る こ と 。  

(５ ) 男女が、互いの性について 理解を 深め、妊娠、出

産等に関し 、 互いの意思や権利を 尊重する と と も に、

生涯にわた り 身体的、 精神的及び社会的に良好な状態

で生活でき る こ と 。  

(６ )  男女共同参画の推進は、 国際社会における 取組

と 密接な 関係を 有し ている こ と から 、 国際社会の動向

を 踏ま え て 行われる こ と 。  

（ 市の責務）  

第４ 条 市は、 前条に規定する 基本理念にのっ と り 、

男女共同参画の推進に関する 施策（ 積極的改善措置を

含む。 以下「 男女共同参画推進施策」 と いう 。） を 策定

し 、 及び実施し な ければな ら な い。  

２  市は、男女共同参画推進施策の実施に当た っ ては、

市民、 事業者及び市民団体と 協働し て 行う と と も に、

国、 県その他の地方公共団体と 連携を 図る よ う 努めな

ければな ら ない。  

３  市は、 市民、 事業者及び市民団体が行う 男女共同

参画を 推進する た めの活動の支援に努めなければな ら

な い。  

４  市は、 男女共同参画を 推進する た め、 財政上の措

置及び必要な体制を 整備する よ う 努めな ければなら な

い。  

（ 市民の責務）  

第５ 条 市民は、 男女共同参画に関する 理解を 深め、

家庭、職場、学校、地域その他のあ ら ゆる 場において 、

男女共同参画を 推進する よ う 、自ら 努める も のと する 。 

２  市民は、 男女共同参画推進施策の実施に当たっ て

は、 市、 事業者及び市民団体と 協働し て 行う よ う 努め

る も のと する 。  

（ 事業者の責務）  

第６ 条 事業者は、 その事業活動において、 男女が対

等に参画する こ と ができ る 機会を 確保し 、 及び職場環

境を 整備する よ う 努める と と も に、 就労者の職業生活

と 家庭生活と の両立を 支援する よ う 努める も のと する 。 

２  事業者は、 男女共同参画推進施策の実施に当た っ

て は、 市、 市民及び市民団体と 協働し て 行う よ う 努め

る も のと する 。  

（ 市民団体の責務）  

第７ 条 市民団体は、 その運営又は活動に男女が共に

沼津市男女共同参画推進条例 
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参画する 機会を 確保する と と も に、 男女共同参画推進

施策の実施に当た っ て は、 市、 市民及び事業者と 協働

し て行う よ う 努める も のと する 。  

（ 教育に携わる 者の責務）  

第８ 条 社会のあ ら ゆる 分野において 行われる 教育に

携わる 者は、 その教育の過程において 、 第３ 条に規定

する 基本理念に配慮する よ う 努める も のと する 。  

（ 性別によ る 権利侵害等の禁止）  

第９ 条 何人も 、 家庭、 職場、 学校、 地域その他のあ

ら ゆる 場において 、 性別によ る 差別的取扱い及びセク

シ ュ ア ル・ ハラ ス メ ン ト （ 性的な言動によ り 相手方を

不快にさ せ、 その者の生活環境を 害する こ と 又は性的

な 言動に対する 相手方の対応によ り 、 その者に不利益

を 与える こ と を いう 。以下同じ 。）を 行っ てはな ら な い。 

２  何人も 、 夫婦及び恋人を 含むすべて の男女間にお

いて、 身体的又は精神的な 苦痛を 与え る 暴力的行為を

行っ てはな ら な い。  

（ 公衆に表示する 情報の表現への配慮）  

第 10 条 何人も 、公衆に表示する 情報において、性別

によ る 差別的取扱い、 セク シ ュ ア ル・ ハラ ス メ ン ト 及

び男女間の暴力的行為を 助長 し 、 又は連想さ せる 表現

を 行わな いよ う 配慮し なければな ら な い。  

 

第２ 章 男女共同参画の推進に関する 施策の 

基本的な事項 

（ 基本計画）  

第 11 条 市長 は、 男女共同参画推進施策を 総合的か

つ計画的に推進する た め、 男女共同参画の推進に関す

る 基本的な 計画（ 以下「 基本計画」 と いう 。） を 策定す

る も のと する 。  

２  市長 は、 基本計画の策定に当た っ て は、 あ ら かじ

め沼津市男女共同参画推進委員会に意見を 求める と と

も に、 市民、 事業者及び市民団体の意見を 反映さ せる

た めの措置を 講ずる も のと する 。  

３  市長 は、 基本計画を 策定し たと き は、 こ れを 公表

する も のと する 。  

４  前２ 項の規定は、 基本計画の変更について 準用す

る 。  

（ 情報提供及び広報活動）  

第 12 条 市は、 男女共同参画について 、 市民、 事業者

及び市民団体の理解を 深める た め、 必要な情報提供及

び広報活動を 行う も のと する 。  

（ 調査研究）  

第 13 条 市は、 男女共同参画推進施策の策定及び実

施のために必要な 調査研究を 行う も のと する 。  

（ 年次報告）  

第 14 条 市長 は、毎年、男女共同参画推進施策の実施

状況等を 取り ま と め、 報告書を 作成し 、 こ れを 公表す

る も のと する 。  

（ 苦情及び相談への対応）  

第 15 条 市長 は、 市が実施する 男女共同参画推進施

策若し く は男女共同参画の推進に影響を 及ぼすと 認め

ら れる 施策又は性別によ る 差別的取扱い等に関する 苦

情又は相談の申出を 受けた と き は、関係機関と 連携し 、

適切な措置を 講ずる も のと する 。  

 

第３ 章 沼津市男女共同参画推進委員会 

（ 設置）  

第 16 条 男女共同参画社会の実現に向け、 男女共同

参画推進施策を 円滑に推進する ため、 沼津市男女共同

参画推進委員会（ 以下「 委員会」 と いう 。） を 置く 。  

 

（ 所掌事務）  

第 17 条 委員会は、 次に掲げる 事務を 行う 。  

(１ ) 基本計画に関し 、第 11 条第２ 項の規定によ る 意

見を 述べる こ と 。  

(２ )  市長 の諮問に応じ 、 男女共同参画の推進に関す

る 必要な 事項を 調査審議する こ と 。  

(３ )  前２ 号に掲げる も ののほか、 男女共同参画の推

進に関する 事項について 、 市長 に意見を 述べる こ と 。  

（ 組織）  

第 18 条 委員会は、委員 15 人以内を も っ て 組織する 。 

２  委員は、次に掲げる 者のう ちから 市長 が委嘱する 。 

(１ ) 公募によ る 市民 

(２ ) 学識経験者 

(３ ) 事業者の代表者 

(４ ) 市民団体の代表者 

３  委員は、 男女のいずれか一方の委員の数が、 委員

総数の 10 分の４ 未満にな ら な いよ う 選任する も のと

する 。  

４  委員の任期は、 ２ 年と し 、 再任を 妨げな い。 た だ

し 、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  

（ 委員長 及び副委員長 ）  

第 19 条 委員会に委員長 及び副委員長 を 置く 。  

２  委員長 及び副委員長 は、委員の互選によ り 定める 。 

３  委員長 は、 会務を 総理し 、 委員会を 代表する 。  

４  副委員長 は、 委員長 を 補佐し 、 委員長 に事故があ

る と き 又は委員長 が欠けた と き は、 その職務を 代理す

る 。  

（ 会議）  

第 20 条 委員会の会議（ 以下「 会議」 と いう 。） は、

委員長 が招集し 、 会議の議長 と な る 。  

２  委員会は、 委員の過半数が出席し な ければ、 会議

を 開く こ と ができ な い。  

３  会議の議事は、 出席し た 委員の過半数を も っ て 決

し 、 可否同数のと き は、 議長 の決する と こ ろ によ る 。  

４  委員会は、 必要があ る と 認める と き は、 会議に関

係者の出席を 求め、 その意見を 聴き 、 又は説明を 求め

る こ と ができ る 。  

（ 委任）  

第 21 条 こ の章に定める も ののほか、 委員会の運営

に関し 必要な事項は、委員長 が委員会に諮っ て 定める 。 

 

第４ 章 雑則 

（ 補則）  

第 22 条 こ の条例に定める も ののほか、 こ の条例の

施行に関し 必要な 事項は、 市長 が別に定める 。  

付 則 

１  こ の条例は、 平成 20 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の際現に男女共同参画社会基本法

（ 平成 11 年法律第 78 号） 第 14 条第３ 項に基づき 策

定さ れて いる 男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な 計画は、 第 11 条第１ 項の規

定によ り 策定さ れた 基本計画と みなす。  

 

 

 

資料編 


